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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムのうちの少なくとも１つの専用チャネルを復調することに関する少な
くとも１つの専用チャネル周波数追跡ループを維持することと、前記チャネルは、ユーザ
装置（ＵＥ）専用である、
　前記無線通信システムの共有チャネルを復調することに関する少なくとも１つの共有チ
ャネル周波数追跡ループを維持すること、ここで前記少なくとも１つの共有チャネル周波
数追跡ループは、前記少なくとも１つの専用チャネル周波数追跡ループから分離している
、
　を具備する周波数オフセットを低減するための無線通信方法。
【請求項２】
　信号対雑音比（ＳＮＲ）に依存するループ帯域幅を用いて前記共有チャネル周波数追跡
ループ及び／又は前記専用チャネル周波数追跡ループをフィルタすること、を更に具備す
る請求項１の方法。
【請求項３】
　前記専用チャネル周波数追跡ループは、タイムスロットゼロ（ＴＳ０）以外の少なくと
も１つのダウンリンクタイムスロット（ＴＳ）のミッドアンブルフィールドを使用する、
請求項１の方法。
【請求項４】
　前記共有チャネル周波数追跡ループは、タイムスロットゼロ（ＴＳ０）のミッドアンブ
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ルフィールドを使用する、請求項１の方法。
【請求項５】
　前記専用チャネル周波数追跡ループは、タイムスロットゼロ（ＴＳ０）以外の少なくと
も１つのダウンリンクタイムスロット（ＴＳ）のうちのミッドアンブルフィールドに先行
する及び／又は後続するデータフィールド上のポストイコライゼーション信号を、使用す
る、請求項１の方法。
【請求項６】
　前記共有チャネル周波数追跡ループは、タイムスロットゼロ（ＴＳ０）の後に送信され
たダウンリンクパイロットタイムスロット（ＤｗＰＴＳ）を使用する、請求項１の方法。
【請求項７】
　無線通信システムのうちの少なくとも１つの専用チャネルを復調することに関する、少
なくとも１つの専用チャネル周波数追跡ループを維持するための手段と、前記チャネルは
、ユーザ装置（ＵＥ）に専用である、
　前記無線通信システムの共有チャネルを復調することに関する、少なくとも１つの第２
の共有チャネル周波数追跡ループを維持するための手段と、ここで前記少なくとも１つの
共有チャネル周波数追跡ループは、前記少なくとも１つの専用チャネル周波数追跡ループ
から分離している、
　を具備する、周波数オフセットを低減させる無線通信に関する装置。
【請求項８】
　信号対雑音比（ＳＮＲ）に依存するループ帯域幅を用いて前記共有チャネル周波数追跡
ループ及び／又は前記専用チャネル周波数追跡ループをフィルタする手段、を更に具備す
る請求項７の装置。
【請求項９】
　前記専用チャネル周波数追跡ループは、タイムスロットゼロ（ＴＳ０）以外の少なくと
も１つのダウンリンクタイムスロット（ＴＳ）のミッドアンブルフィールドを使用する、
請求項７の装置。
【請求項１０】
　前記共有チャネル周波数追跡ループは、タイムスロットゼロ（ＴＳ０）のミッドアンブ
ルフィールドを使用する、請求項７の装置。
【請求項１１】
無線ネットワークにおける無線通信に関するコンピュータプログラムであって、
　少なくとも１つのコンピュータに、無線通信システムのうちの少なくとも１つの専用チ
ャネルを復調することに関する少なくとも１つの専用チャネル周波数追跡ループを維持さ
せるためのプログラムコードと、前記チャネルは、ユーザ装置（ＵＥ）専用である、
　少なくとも１つのコンピュータに、前記無線通信システムの共有チャネルを復調するこ
とに関する少なくとも１つの第２の共有チャネル周波数追跡ループを維持させるためのプ
ログラムコードと、ここで前記少なくとも１つの共有チャネル周波数追跡ループは、前記
少なくとも１つの専用チャネル周波数追跡ループから分離している、
　を具備するコンピュータプログラム。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つのコンピュータに、信号対雑音比（ＳＮＲ）に依存するループ帯域
幅を用いて前記共有チャネル周波数追跡ループ及び／又は前記専用チャネル周波数追跡ル
ープをフィルタさせるためのプログラムコードを、更に具備する請求項１１のコンピュー
タプログラム。
【請求項１３】
　前記専用チャネル周波数追跡ループは、タイムスロットゼロ（ＴＳ０）以外の少なくと
も１つのダウンリンクタイムスロット（ＴＳ）のミッドアンブルフィールドを使用する、
請求項１１のコンピュータプログラム。
【請求項１４】
　前記共有チャネル周波数追跡ループは、タイムスロットゼロ（ＴＳ０）のミッドアンブ
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ルフィールドを使用する、請求項１１のコンピュータプログラム。
【請求項１５】
　メモリと、
　前記メモリに結合された少なくとも１つのプロセッサと、を具備し、前記少なくとも１
つのプロセッサは、
　無線通信システムのうちの少なくとも１つの専用チャネルを復調することに関する少な
くとも１つの専用チャネル周波数追跡ループを維持し、前記チャネルは、ユーザ装置（Ｕ
Ｅ）専用である、
　前記無線通信システムの共有チャネルを復調することに関する少なくとも１つの第２の
共有チャネル周波数追跡ループを維持する、ここで前記少なくとも１つの共有チャネル周
波数追跡ループは、前記少なくとも１つの専用チャネル周波数追跡ループから分離してい
る、
　ように構成される無線通信に関する装置。
【請求項１６】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　信号対雑音比（ＳＮＲ）に依存するループ帯域幅を用いて前記共有チャネル周波数追跡
ループ及び／又は前記専用チャネル周波数追跡ループをフィルタするように更に構成され
る、請求項１５の装置。
【請求項１７】
　前記専用チャネル周波数追跡ループは、タイムスロットゼロ（ＴＳ０）以外の少なくと
も１つのダウンリンクタイムスロット（ＴＳ）のミッドアンブルフィールドを使用する、
請求項１５の装置。
【請求項１８】
　前記共有チャネル周波数追跡ループは、タイムスロットゼロ（ＴＳ０）のミッドアンブ
ルフィールドを使用する、請求項１５の装置。
【請求項１９】
　前記専用チャネル周波数追跡ループは、タイムスロットゼロ（ＴＳ０）以外の少なくと
も１つのダウンリンクタイムスロット（ＴＳ）のうちのミッドアンブルフィールドに先行
する及び／又は後続するデータフィールド上のポストイコライゼーション信号を、使用す
る請求項１５の装置。
【請求項２０】
　前記共有チャネル周波数追跡ループは、タイムスロットゼロ（ＴＳ０）の後に送信され
たダウンリンクパイロットタイムスロット（ＤｗＰＴＳ）を使用する、請求項１５の装置
。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
　[0001]この出願は、２０１２年９月２１日にFertonani等の名のもとに出願され、その
全体中のこの参照によりその開示が明示的に組み込まれた、“ＴＤ－ＳＣＤＭＡ中の周波
数追跡ループ（FREQUENCY TRACKING LOOPS IN TD-SCDMA）”と題された、米国仮特許出願
番号６１／７０４、３１１に対する米国連邦法規集３５編第１１９条による利益を主張す
る。
【技術分野】
【０００２】
　[0002]本開示の観点は、一般的に無線通信システムに関し、より具体的にはＴＤ－ＳＣ
ＤＭＡ中の周波数追跡ループに関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]無線通信ネットワークは、電話通信、ビデオ、データ、メッセージ、放送などの
ような様々な通信サービスを提供するために広く展開される。通常、多元接続ネットワー
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クである、このようなネットワークは、利用可能なネットワークリソースを共有すること
によってマルチプル（multiple）のユーザのための通信をサポートする。このようなネッ
トワークの一例は、ユニバーサル地上無線接続ネットワーク（ＵＴＲＡＮ）である。ＵＴ
ＲＡＮは、ユニバーサルモバイル電気通信システム（ＵＭＴＳ）の一部として定義された
無線接続ネットワーク（ＲＡＮ）であって、第３世代パートナーシッププロジェクト（３
ＧＰＰ）によってサポートされる第３世代（３Ｇ）モバイル電話技術である。ＵＭＴＳは
、グローバル移動体通信システム（ＧＳＭ（登録商標））技術の後継者であり、広帯域符
号分割多元接続（Ｗ－ＣＤＭＡ（登録商標））、時分割符号分割多元接続（ＴＤ－ＣＤＭ
Ａ）および時分割同期符号分割多元接続（ＴＤ－ＳＣＤＭＡ）のような様々なエアインタ
フェース規格を現在サポートする。例えば、中国は、コア網として、その既存のＧＳＭイ
ンフラを備えたＵＴＲＡＮアーキテクチュアにおける根本的なエアインタフェースとして
ＴＤ－ＳＣＤＭＡを追求している。ＵＭＴＳは、ハイスピードパケットアクセス（ＨＳＰ
Ａ）のような強化された３Ｇデータ通信プロトコルをもサポートし、それは関連するＵＭ
ＴＳネットワークに、より高いデータ転送速度及び容量を供給する。ＨＳＰＡは、２つの
モバイルの電話通信プロトコル、ハイスピードダウンリンクパケットアクセス（ＨＳＤＰ
Ａ）及びハイスピードアップリンクパケットアクセス（ＨＳＵＰＡ）の集まりであり、既
存の広帯域プロトコルの性能を拡張し、改善する。
【０００４】
　[0004]モバイルのブロードバンドアクセスに関する需要が増加し続けるとともに、研究
開発は、モバイルのブロードバンドアクセスに関して成長している需要を満たすだけでな
く、モバイル通信を備えたユーザ経験を強化させるためにＵＭＴＳ技術を進歩させ続ける
。
【発明の概要】
【０００５】
　[0005]ワイヤレス通信の方法が提案される。方法は、無線通信システムの少なくとも１
つの専用チャネルを復調することに関する少なくとも１つの専用チャネル周波数追跡ルー
プを維持することを含み、チャネルは、ユーザ設備（ＵＥ）専用である。方法は、さらに
無線通信システムの共有チャネルを復調することに関する、少なくとも１つの共有チャネ
ル周波数追跡ループを維持することをも含んでいる。
【０００６】
　[0006]ワイヤレス通信に関する装置が提案される。装置は、無線通信システムのうちの
少なくとも１つの専用チャネルを復調することに関する少なくとも１つの専用チャネル周
波数追跡ループを維持する手段を含み、チャネルは、ユーザ設備（ＵＥ）専用である。装
置は、無線通信システムの共有チャネルを復調することに関して、少なくとも１つの第２
の共有チャネル周波数追跡ループを維持する手段をも含む。
【０００７】
　[0007]無線通信ネットワーク中の動作に関して構成された、コンピュータプログラム製
品が提案される。コンピュータプログラム製品は、そこに記録された非一時的なプログラ
ムコードを有する、非一時的なコンピュータ読取可能な媒体を含む。プログラムコードは
、無線通信システムのうちの少なくとも１つの専用チャネルを復調することに関して、少
なくとも１つの専用チャネル周波数追跡ループを維持するためのプログラムコードを含み
、チャネルは、ユーザ装置（ＵＥ）専用である。プログラムコードは、無線通信システム
の共有チャネルを復調することに関して、少なくとも１つの第２の共有チャネル周波数追
跡ループを維持するためのプログラムコードをも含む。
【０００８】
　[0008]無線通信ネットワーク中の複数の無線ユーザ装置（ＵＥ）の動作に関して構成さ
れた装置が、提案される。装置は、メモリ及びメモリに結合されたプロセッサを含む。プ
ロセッサは、無線通信システムのうちの少なくとも１つの専用チャネルを復調することに
関して、少なくとも１つの専用チャネル周波数追跡ループを維持するように構成され、チ
ャネルは、ユーザ装置（ＵＥ）に専用である。プロセッサは、無線通信システムの共有チ
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ャネルを復調することに関して、少なくとも１つの第２の共有チャネル周波数追跡ループ
をも維持するよう構成される。
【０００９】
[0009]これは、以下の詳細な説明がより良く理解され得るように、本開示の特徴および技
術的利点を、どちらかといえば幅広く概説している。本開示の追加的な特徴および利点が
以下に説明されることになる。この開示が、本開示の同じ目的を実行するための他の構造
を改良または設計するための基礎として容易に利用され得ることは、当業者によって理解
されるべきである。また、そのような等価の構成が、添付された特許請求の範囲に記載の
本開示の教示から逸脱しないことも、当業者によって認識されるべきである。さらなる目
的および利点とともに、本開示の構成および動作の方法の両方について、本開示の特徴で
あると考えられる新規な特徴は、添付図面と関連して考慮される場合、以下の説明からよ
り良く理解されるであろう。しかしながら、図面の各々は例示および説明のためだけに提
供されており、本開示の限定の定義として意図されていないということは明確に理解され
るべきである。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
　[0010]
【図１】図１は、テレコミュニケーションシステムの一例を概念的に図示するブロック図
である。
【００１１】
　[0011]
【図２】図２は、テレコミュニケーションシステム中のフレーム構造の一例を概念的に図
示するブロック図である。
【００１２】
　[0012]
【図３】図３は、テレコミュニケーションシステム中のＵＥと通信するノードＢの一例を
概念的に図示するブロック図である。
【００１３】
　[0013]
【図４】図４は、本開示の一観点に従って、周波数追跡ループを履行するための装置を例
示するブロック図である。
【００１４】
　[0014]
【図５】図５は、本開示の一観点に従って、プロセッシングシステムを採用する装置に関
するハードウェア履行の一例を示す図である。
【発明の詳細な説明】
【００１５】
　[0015]添付図面に関連して以下に記載される詳細な説明は、様々な構成の説明として意
図され、ここに説明される概念が実施されうる唯一の構成を表すようには意図されない。
詳細な説明は、さまざまな概念の完全な理解を提供する目的で、具体的な詳細を含む。し
かしながら、これらの概念がこれらの特定の詳細なしに実施され得ることは、当業者に明
らかであるだろう。いくつかの例では、そのような概念をあいまいにすることを避けるた
めに、周知の構造およびコンポーネントが、ブロック図の形態で示される。ここで説明さ
れる場合、「および／または」という用語の使用は、「包括的な『または』」を表すよう
に意図しているものであり、「または」という用語の使用は、「排他的な『または』」を
表すように意図しているものである。
【００１６】
　[0016]では次に図１に話を移してみよう。ブロック図は、テレコミュニケーションシス
テム１００の一例の図示することを示される。本開示全体を通して提示される様々な概念
は、幅広く様々なテレコミュニケーションシステム、ネットワークアーキテクチャ、およ
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び通信規格にわたって履行され得る。例として、また限定なしで、図１に示される本開示
の一観点は、ＴＤ－ＳＣＤＭＡ規格を採用するＵＭＴＳシステムに関して示される。この
例では、ＵＭＴＳシステムは、電話による通信、ビデオ、データ、メッセージ、ブロード
キャスト、及び／又はその他サービスを含む様々な無線サービスを提供する、（無線接続
ネットワーク）ＲＡＮ１０２（例えば、ＵＴＲＡＮ）を含む。ＲＡＮ１０２は、ＲＮＣ１
０７のような多くの無線ネットワークサブシステム（ＲＮＳ）に分割され得、各々が、Ｒ
ＮＣ１０６のような無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）によって制御される。明瞭
にするために、ＲＮＣ１０６及びＲＮＣ１０７だけが示されるが、しかしながら、ＲＡＮ
１０２は、ＲＮＣ１０６及びＲＮＳ１０７に加えて、ＲＮＣとＲＮＳのいくらでも含み得
る。ＲＮＣ１０６は、とりわけ、ＲＮＳ１０７内で無線リソースを割り当て、再構成し、
解放することを担当する装置である。ＲＮＣ１０６は、任意の適切なトランスポートネッ
トワークを使用して、直接物理接続、仮想ネットワーク、またはそれと同様な、様々なタ
イプのインタフェースを通してＲＡＮ１０２中の他のＲＮＣ（図示せず）と相互接続され
得る。
【００１７】
　[0017]ＲＮＳ１０７によってカバーされる地理的領域は、各セルをサービスし得る無線
送受信装置を備えた、いくつかのセルに分割され得る。無線送受信装置は、ＵＭＴＳアプ
リケーションでは一般にノードＢと呼ばれるが、当業者によって、基地局（ＢＳ）、送受
信基地局（ＢＴＳ：base transceiver station）、無線基地局、無線送受信機、送受信機
能、基本サービスセット（ＢＳＳ：basic service set）、拡張サービスセット（ＥＳＳ
：extended service set）、アクセスポイント（ＡＰ）、または何らかの他の適切な用語
でも呼ばれ得る。明瞭にするために、２つのノードＢ１０８が示されるが、ＲＮＳ１０７
は、無線ノードＢをいくらでも含み得る。ノードＢは、いくつものモバイルの装置に関し
て、コアネットワーク１０４に無線アクセスポイントを供給する。モバイル装置の例には
、セルラー電話、スマートフォン、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）電話、ラップト
ップ、ノートブック、ネットブック、スマートブック、携帯情報端末（ＰＤＡ）、衛星無
線、全地球測位システム（ＧＰＳ）デバイス、マルチメディアデバイス、ビデオデバイス
、デジタルオーディオプレーヤ（例えば、ＭＰ３プレーヤ）、カメラ、ゲーム機、または
任意の他の同様の機能デバイスがある。モバイル装置は、ＵＭＴＳアプリケーションでは
一般にユーザ装置（ＵＥ）と呼ばれるが、当業者によって、移動局（ＭＳ）、加入者局、
モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイル
デバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル
加入者局、アクセス端末（ＡＴ）、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハン
ドセット、端末、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、または何
らかの他の好適な用語でも呼ばれ得る。例証目的のため、３つのＵＥ１１０がノードＢ１
０８との通信で示される。フォワードリンクとも呼ばれる、ダウンリンク（ＤＬ）は、ノ
ードＢからＵＥまでの通信リンクを参照し、及び逆のリンクとも呼ばれる、アップリンク
（ＵＬ）は、ＵＥからノードＢまでの通信リンクを参照する。
【００１８】
　[0018]示されるように、コアネットワーク１０４は、ＧＳＭコアネットワークを含む。
しかしながら、当業者なら認識するように、本開示全体にわたって提示された様々な概念
は、ＧＳＭネットワーク以外のタイプのコアネットワークへのアクセスをＵＥに提供する
ために、ＲＡＮ、または他の適切アクセスネットワーク中で履行され得る。
【００１９】
　[0019]この例において、コアネットワーク１０４は、移動通信交換局（ＭＳＣ）１１２
およびゲートウェイＭＳＣ（ＧＭＳＣ）１１４を備えた回路交換局をサポートする。ＲＮ
Ｃ１０６等の１つまたは複数のＲＮＣは、ＭＳＣ１１２に接続され得る。ＭＳＣ１１２は
、呼設定、呼ルーティング、およびＵＥモビリティ機能を制御する装置である。ＭＳＣ１
１２は、ＵＥがＭＳＣ１１２のカバレッジ領域中にいる期間に関する、加入者に関連する
情報を含むビジターロケーションレジスタ（ＶＬＲ）（図示せず）をも含む。ＧＭＳＣ１
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１４は、ＵＥが回線交換ネットワーク１１６にアクセスするために、ＭＳＣ１１２を介し
てゲートウェイを提供する。ＧＭＳＣ１１４は、特定のユーザが加入したサービスの詳細
を反映するデータのような、加入者データを含んでいるホームロケーションレジスタ（Ｈ
ＬＲ：home location register）２１５を含む。また、ＨＬＲは、加入者固有の認証デー
タを含んでいる認証センター（ＡｕＣ：authentication center）にも関連付けられる。
特定のＵＥのための呼が受信されると、ＧＭＳＣ１１４は、ＨＬＲに問い合わせてＵＥの
ロケーションを判断し、そのロケーションをサービスする特定のＭＳＣに呼を転送する。
【００２０】
　[0020]コアネットワーク１０４は、サービスＧＰＲＳサポートノード（ＳＧＳＮ）１１
８およびゲートウェイＧＰＲＳサポートノード（ＧＧＳＮ）１２０を備えたパケットデー
タサービスをもサポートする。ＧＰＲＳは、汎用パケット無線システムを示し、それらの
利用可能なものより高い速度でのパケットデータサービスに、標準のＧＳＭの回路交換デ
ータ局を提供するよう設計されている。ＧＧＳＮ１２０は、パケットベースネットワーク
１２２へのＲＡＮ１０２のための接続を提供する。パケットベースネットワーク１２２は
、インターネット、プライベートデータネットワーク、または何らかの他の適切なパケッ
トベースネットワークであり得る。ＧＧＳＮ１２０の主要機能は、ＵＥ１１０にパケット
ベースネットワーク接続性を提供することである。
【００２１】
データパケットは、主に、ＭＳＣ１１２が回線交換ドメインで実行するのと同じ機能をパ
ケットベースドメインで実行する、ＳＧＳＮ１１８を通してＧＧＳＮ１２０とＵＥ１１０
との間で転送され得る。
【００２２】
　[0021]ＵＭＴＳエアインタフェースは、スペクトラム拡散直接シーケンス符号分割多元
接続（ＤＳ－ＣＤＭＡ）システムである。スペクトラム拡散ＤＳ－ＣＤＭＡは、チップと
呼ばれる擬似乱数的なビットのシーケンスによる乗算を通じてはるかに広い帯域幅にわた
って利用者データを広げる。ＴＤ－ＳＣＤＭＡ規格は、そのような直接シーケンス拡散ス
ペクトラム技術に基づいており、更にむしろ複数のＦＤＤモードのＵＭＴＳ／ＷＣＤＭＡ
（登録商標）システムで使用されるような周波数分割複信（ＦＤＤ）よりも時分割複信（
ＴＤＤ）と呼ばれる。ＴＤＤは、ノードＢ１０８とＵＥ１１０との間のダウンリンク（Ｄ
Ｌ）及びアップリンク（ＵＰ）に両者間で同一の搬送周波数を使用するが、アップリンク
及びダウンリンク送信を、搬送波中の異なるタイムスロットに分割する。
【００２３】
　[0022]図２は、ＴＤ－ＳＣＤＭＡ搬送波に関するフレーム構造２００を示す。例証され
るように、ＴＤ－ＳＣＤＭＡ搬送波は、１０ｍｓの長さであるフレーム２０２を有する。
ＴＤ－ＳＣＤＭＡのチップレートは、１．２８Ｍｃｐｓである。フレーム２０２は、２つ
の５ｍｓサブフレーム２０４を有し、サブフレーム２０４の各々は、ＴＳ０からＴＳ６を
通じて７つのタイムスロットを含む。第１タイムスロット、ＴＳ０、は通常ダウンリンク
通信のために割り付けられるが、その一方で第２タイムスロット、ＴＳ１、は通常アップ
リンク通信のために割り付けられる。残りのタイムスロット、ＴＳ２からＴＳ６は、アッ
プリンク又はダウンリンクのいずれのために使用され得、アップリンク又はダウンリンク
方向のいずれかにおいて、より速いデータ送信期間の時に（during times of higher dat
a transmission times）より大きな柔軟性を可能にする。ダウンリンクパイロットタイム
スロット（ＤｗＰＴＳ）２０６、ガード期間（ＧＰ）２０８、および（アップリンクパイ
ロットチャネル（ＵｐＰＣＨ）としても知られている）アップリンクパイロットタイムス
ロット（ＵｐＰＴＳ）２１０は、ＴＳ０とＴＳ１の間に位置する。各々のタイムスロット
、ＴＳ０－ＴＳ６は、最大１６コードチャネルでのデータ多重送信を可能にし得る。コー
ドチャネル上のデータ伝送は、（１４４チップの長さを有する）ミッドアンブル２１４に
よって分離され、（１６チップの長さを有する）ガード期間（ＧＰ）２１６が後続する（
各々が３５２チップの長さを有する)２つのデータ部分２１２を含む。ミッドアンブル２
１４は、ガード期間２１６が内部間の爆発干渉（inter-burst interference）を回避する
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ために使用され得る一方、チャネル推定のような、機能のために使用され得る。同期シフ
ト（ＳＳ）ビット２１８を含む、いくつかのレイヤー１制御情報が、データ部分中でも送
信される。同期シフトビット２１８は、データ部分の第２の部分の中にだけ現れる。同期
シフトビット２１８は、ミッドアンブルの直ぐ後に、アップロード送信タイミングで、シ
フト（位相）の減少、シフトの増加、又は何もしない、の３つのケースを示し得る。ＳＳ
ビット２１８の位置は、一般的にアップリンク通信中に使用されない。
【００２４】
　[0023]図３は、ＲＡＮ３００中のＵＥ３５０との通信しているノードＢ３１０のブロッ
ク図であり、ここにおいてＲＡＮ３００は、図１中のＲＡＮ１０２になり得、ノードＢ３
１０は、図１中のノードＢ１０８になり得、またＵＥ３５０は、図１中のＵＥ１１０にな
り得る。ダウンリンク通信では、送信プロセッサ３２０が、データソース３１２からのデ
ータと、コントローラ／プロセッサ３４０からの制御信号とを受信し得る。送信プロセッ
サ３２０は、基準信号（例えば、パイロット信号）並びに、データおよび制御信号に関す
る様々な信号処理機能を提供する。例えば、送信プロセッサ３２０は、誤り検出、前方誤
り訂正（ＦＦＣ）を促進するための符号化及びインタリーブ、様々な変調スキーム（例え
ば、二位相偏移変調（ＢＰＳＫ）、四位相偏移変調（ＱＰＳＫ）、Ｍ位相偏移変調（Ｍ－
ＰＳＫ）、Ｍ直交振幅変調（Ｍ－ＱＡＭ））に基づいた信号の位置（constellations）マ
ッピング、直交可変拡散率（ＯＶＳＦ）を用いた拡散、及び一連のシンボルを生成するた
めのスクランブルコードを用いた乗算（multiplying with scrambling codes）、のため
に巡回冗長検査（ＣＲＣ）コードを提供し得る。送信プロセッサ３２０のための、符号化
、変調、拡散、および／またはスクランブリングスキームを決定するために、チャネルプ
ロセッサ３４４からのチャネル推定が、コントローラ/プロセッサ３４０によって使用さ
れ得る。これらのチャネル推定は、ＵＥ３５０によって送信された基準信号、あるいはＵ
Ｅ３５０からミッドアンブル２１４（図２）に含まれていたフィードバックに由来し得る
。送信プロセッサ３２０によって生成されたシンボルは、フレーム構造を作り出すために
、送信フレームプロセッサ３３０へ提供される。送信フレームプロセッサ３３０は、コン
トローラ／プロセッサ３４０からミッドアンブル２１４（図２）を備えたシンボルを多重
化することにより、このフレーム構造を作り、結果として一連のフレームをもたらす。こ
の複数のフレームは、次に、スマートアンテナ３３４を通じてワイヤレス媒体上のダウン
リンク送信のためのキャリア上へのフレームの変調、増幅及びフィルタリングを含む、様
々な信号調整機能を提供する送信機３３２へ提供される。スマートアンテナ３３４は、ビ
ームステアリング双方向適応アンテナアレイあるいは他の同様のビーム技術で履行され得
る。
【００２５】
　[0024]ＵＥ３５０では、受信機３５４はアンテナ３５２を通じてダウンリンク送信を受
信し、搬送波上の変調された情報を再生するために送信を処理する。受信機３５４によっ
て再生された情報は、各フレームを解析する、受理フレームプロセッサ３６０に提供され
、チャネルプロセッサ３９４にミッドアンブル２１４（図２）を、及び受信プロセッサ３
７０に基準信号、制御、及びデータを、提供する。受信プロセッサ３７０は次に、ノード
Ｂ３１０中の送信プロセッサ３２０によって実施された処理の逆を実行する。より具体的
には、受信プロセッサ370は、シンボルを逆スクランブルおよび逆拡散し、そして変調ス
キームに基づいて、ノードＢ３１０によって送信された、最も可能性の高い信号の位置を
決定する。これらの軟判定は、チャネルプロセッサ３９４によって計算されたチャネル推
定値に基づき得る。そして軟判定は、データ、制御、および基準信号を再生するために復
号され、ディインタリーブされる。そして、ＣＲＣコードは、フレームが成功裡に復号さ
れたかどうか判断するために、確認される。次に、成功裡に復号されたフレームによって
搬送されるデータが、データシンク３７２に提供されることになり、ここにおいてＵＥ３
５０および／または様々なユーザインタフェース（例えば、ディスプレイ）上で実行され
ているアプリケーションを示す。成功裡に復号されたフレームによって搬送される制御信
号は、コントローラ／プロセッサ３９０へ提供されることになる。受信機プロセッサ３７
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０によるフレームの復号が失敗すると、コントローラ／プロセッサ３９０は、それらのフ
レームの再送要求をサポートするために、肯定応答（ＡＣＫ）および／または否定応答（
ＮＡＣＫ）プロトコルをも使用し得る。
【００２６】
　[0025]アップリンクでは、コントローラ／プロセッサ３９０からの制御信号およびデー
タソース３７８からのデータは、送信プロセッサ３８０へ提供される。データソース３７
８は、ＵＥ３５０で実行しているアプリケーションおよび様々なユーザインタフェース（
例えば、キーボード）を表し得る。ノードＢ３１０によるダウンリンク送信に関連して説
明された機能と同様に、送信プロセッサ３８０は、ＣＲＣコード、ＦＥＣを容易にするた
めの符号化およびインタリーブ、信号の位置へのマッピング、ＯＣＳＦを用いた拡散、及
び一連のシンボルを生成するためのスクランブリングを含む、様々な信号処理機能を提供
する。ノードＢ３１０により送信された基準信号から、またはノードＢ３１０により送信
されたミッドアンブルに含まれるフィードバックから、チャネルプロセッサ３９４によっ
て導出されたチャネル推定は、適切な符号化、変調、拡散、及び／又はスクランブリング
スキームを選択するために使用され得る。送信プロセッサ３８０によって生成されたシン
ボルは、フレーム構造を作り出すために、送信フレームプロセッサ３８２へ提供されるこ
とになる。送信フレームプロセッサ３８２は、コントローラ／プロセッサ３９０からのミ
ッドアンブル２１４（図２）を備えたシンボルを多重化することにより、このフレーム構
造を作り、結果として一連のフレームをもたらす。この複数のフレームは、次に、アンテ
ナ３５２を通じて無線媒体上のアップリンク送信のための搬送波上へのフレームの変調、
増幅、及びフィルタリングを含む、様々な信号調整機能を提供する送信機３５６へ提供さ
れる。
【００２７】
　[0026]アップリンク送信は、ＵＥ３５０における受信機機能に関して説明した方法と同
様の方法でノードＢ３１０において処理される。受信機３３５は、アンテナ３３４を通じ
てアップリンク送信を受信し、その送信を処理し、搬送波上で変調された情報を再生する
。受信機３３５によって再生された情報は、各フレームを解析する、受理フレームプロセ
ッサ３３６に提供され、チャネルプロセッサ３４４にミッドアンブル２１４（図２）を、
並びに受理プロセッサ３３８にデータ、制御および基準信号を、供給する。受信プロセッ
サ３３８は、ＵＥ３５０中の送信プロセッサ３８０によって実施された処理の逆を実行す
る。成功裡に復号されたフレームによって搬送されたデータおよび制御信号は、次に、デ
ータシンク３３９およびコントローラ／プロセッサへそれぞれ提供され得る。フレームの
いくつかが受信機プロセッサによる復号が失敗すると、コントローラ／プロセッサ３４０
はまた、それらのフレームの再送要求をサポートするために、肯定応答（ＡＣＫ）および
／または否定応答（ＮＡＣＫ）プロトコルを使用し得る。
【００２８】
　[0027]コントローラ／プロセッサ３４０および３９０は、それぞれノードＢ３１０およ
びＵＥ３５０における動作を指示するために使用され得る。例えば、コントローラ／プロ
セッサ３４０および３９０は、タイミング、周辺インタフェース、電圧調整、電力管理、
および他の制御機能を含む、様々な機能を提供し得る。メモリ３４２および３９２のコン
ピュータ可読媒体は、それぞれ、ノードＢ３１０およびＵＥ３５０のためのデータおよび
ソフトウェアを記憶し得る。例えば、ＵＥ３５０のメモリ３９２は、コントローラ／プロ
セッサ３９０によって実行された時、周波数追跡ループを維持することに関してＵＥ３５
０を構成する、周波数ループメンテナンスモジュール３９１を格納し得る。ノードＢ３１
０におけるスケジューラ／プロセッサ３４６は、ＵＥにリソースを割り振り、ＵＥに関す
るダウンリンクおよび／またはアップリンク送信をスケジューリングするために使用され
得る。
【００２９】
　無線ネットワーク中の周波数追跡ループ
　[0028]多くのＮｏｄｅＢの履行中において、異なるユーザ設備（ＵＥ）に割り付けられ
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たコードは、同じダウンリンク（ＤＬ）スロットでさえ異なる周波数オフセットで送信さ
れる。本開示の一観点は、ＵＥが体験する、高いドップラ誘導周波数オフセットに向けら
れ、特に、ＮｏｄｅＢ側でそのオフセットを補うことに向けられる。そのようなアプリケ
ーションの一例は、高速列車シナリオ中にある。
【００３０】
　[0029]本開示の一観点において、２つの追跡ループが維持される。特に、１の専用チャ
ンネル周波数追跡ループ（ＦＴＬ）および１の共通チャネル（例えば、ブロードキャスト
チャネル）ＦＴＬが、維持される。ＵＥに専用とされる処理チャネルが興味深い（of int
erest）場合、専用チャネル周波数追跡ループが使用される。Ｐ－ＣＣＰＣＨ(主要な共通
制御用物理チャネル)のような共通チャネルを処理する場合、共通チャネルＦＴＬが使用
される。
【００３１】
　[0030]２つのタイプのチャネルが、大いに離れている（off）場合、共通および専用チ
ャネルに関する個別（分離した）の周波数オフセット推定を維持しないソリューションは
、適切に動作し得ない。例えば、５５０Ｈｚの差で２つのチャネルが離れた時（それは、
２ＧＨｚ及び３００Ｋｍｐｈで、ドップラ誘導オフセットに関してなり得る）、少なくと
も２つのタイプのチャネルのうち１つは、仮に１つのＦＴＬだけが維持された場合、数百
Ｈｚの周波数エラーで復調され得る。
【００３２】
　[0031]ブロードキャストチャネル周波数追跡ループは、以下のように履行され得る。粗
（coarse）ループは、タイムスロットゼロ（ＴＳ０）ミッドアンブル（一次周波数のみ）
を使用するように構成され得る。粗ループは、広い引き込み範囲を有するが、粗末なＲＭ
ＳＥ（二乗平均平方根誤差）な性能を有し得る。引き込み範囲は、ループが修正すること
ができるエラーの範囲を記述する。粗ループは、あまり正確ではないが、周波数の大きな
範囲のエラーを修正し得る。微細（fine）ループは、ＴＳ０ミッドアンブルおよびダウン
リンクパイロットタイムスロット（ＤｗＰＴＳ）（一次周波数のみ）を使用するように構
成され得る。微細ループは、より狭い引き込み範囲を有し得るが、より良いＲＭＳＥの性
能を有し得る。したがって、第１のループは、粗ループのように周波数エラーの大きな範
囲を修正することができ得ないが、その補正で、より正確になり得る。結合ループは、周
波数オフセットを修正し得る。結合ループは、粗ループおよび微細ループを組み合わせる
ことで、粗ループの引き込み範囲及び微細ループのＲＭＳＥの性能を有する。結合ループ
は、各タイプのループの特性を利用するために、並列に動作し得る、粗ループ及び微細ル
ープの少なくとも１つを利用し得る。共有チャネル周波数追跡ループは、信号対雑音比に
依存するループ帯域幅を使用してフィルタされ得る。したがって、ループ帯域幅かループ
速度は、信号対雑音比（ＳＮＲ）に適し得る。良好なＳＮＲについては、より速いループ
が望まれ得る。粗末なＳＮＲについては、より遅いループは、より良いフィルタノイズを
望まれ得る。
【００３３】
　[0032]専用チャンネル周波数追跡ループは、以下のように履行され得る。粗ループは、
ＵＥに割り付けられた専用チャネルで任意の非ＴＳ０ダウンリンク（ＤＬ）スロットのミ
ッドアンブルを使用するように構成され得る。粗ループは、大きな引き込み範囲を有する
が、粗末なＲＭＳＥの性能を有し得る。微細ループは、任意の非ＴＳ０ダウンリンクスロ
ット中で、ＵＥに割り付けられたすべての専用コードからのポストイコライゼーション信
号（post-equalization signal）および予備の硬判定のデータシンボル（preliminary ha
rd-decision data symbols）を使用するように構成され得る。微細ループは、より小さな
引き込み範囲を有するが、良好なＲＭＳＥ性能を有し得る。結合ループは、周波数オフセ
ットを修正するために使用され得る。結合ループは、粗ループおよび微細ループを組み合
わせて、粗ループの引き込み範囲及び微細ループのＲＭＳＥ性能を有する。共有チャネル
周波数追跡ループに関して上述したように、専用チャンネル周波数追跡ループは、信号対
雑音比に依存するループ帯域幅を使用してフィルタされ得る。
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【００３４】
　[0033]図４は、開示の一観点に従った無線通信方法を示す。ブロック４０２に示される
ように、ＵＥは、無線通信システムの少なくとも１つの専用チャンネルを復調することに
関して、少なくとも１つの専用チャンネル周波数追跡ループを維持（保持）し得る。チャ
ネルは、ＵＥ専用であり得る。ブロック４０４に示されるように、ＵＥはさらに無線通信
システムの共有チャネルを復調することに関する少なくとも１つの共有チャネル周波数追
跡ループをも維持し得る。
【００３５】
[0034]図５は、処理システム５１４を採用する装置５００のためのハードウェア履行の例
を示す図である。処理システム６１４は、バス５２４により一般的に表されるバスアーキ
テクチャで履行され得る。バス５２４は、処理システム５１４の特定の用途と全体的な設
計の制約に依存して、任意の数の相互接続バスおよびブリッジを含み得る。バス５２４は
、プロセッサ５２２、モジュール５０２、及びコンピュータ可読媒体５２６によって表さ
れた、１つまたは複数プロセッサおよび／またはハードウェアモジュールを含むさまざま
な回路をともにリンクさせる。バス５２４はまた、タイミングソース、周辺機器、電圧レ
ギュレータ、および電力管理回路のような、様々な他の回路をリンクさせ得るが、これら
は、当該技術で周知であるため、これ以上説明されることはない。
【００３６】
[0035]装置は、送受信機５３０に結合された処理システム５１４を含む。送受信機５３０
は、１つまたは複数のアンテナ５２０に結合される。送受信機５３０は、伝送媒体を介し
て様々な他の装置と通信を可能にする。処理システム５１４は、コンピュータ可読媒体５
２６に結合されたプロセッサ５２２を含む。プロセッサ５２２は、コンピュータ可読媒体
５２６に記憶されたソフトウェアの実行を含む、一般的な処理を担っている。ソフトウェ
アは、プロセッサ５２２によって実行される場合、任意の特定の装置のために説明される
様々な機能を処理システム５１４に実行させる。コンピュータ可読媒体５２６はまた、ソ
フトウェアを実行する際にプロセッサ５２２によって操作されるデータを記憶するために
も使用され得る。
【００３７】
　[0036]処理システム５１４は、周波数追跡ループを維持することに関するモジュール５
０２を含む。モジュールは、コンピュータ可読媒体５２６内に存在／記憶され、プロセッ
サ５２２内において実行中のソフトウェアモジュール、プロセッサ５２２に結合された１
つまたは複数のハードウェアモジュール、またはそれらのある組み合わせであり得る。処
理システム５１４は、ＵＥ３５０の構成要素であり得、メモリ３９２および／またはコン
トローラ／プロセッサ３９０を含み得る。
【００３８】
　[0037]１つの設定で、ＵＥのような装置は、維持する手段を含んだ無線通信のために構
成される。一観点において、上記の手段は、前述の手段によって復唱された機能を実行す
るように構成された処理システム５１４、維持モジュール５０２、周波数ループメンテナ
ンスモジュール３９１、メモリ３９２、および／またはコントローラ／プロセッサ３９０
であり得る。別観点において、上述された手段は、上述された手段によって記載された機
能を実行するように構成されたモジュールまたは任意の装置であり得る。
【００３９】
　[0038]電気通信システムのいくつかの観点は、ＴＤ－ＳＣＤＭＡシステムに関連して示
された。当業者は、本開示の全体に渡って説明された様々な態様が、他の電気通信システ
ム、ネットワークアーキテクチャおよび通信規格に拡張され得ることを、明確に理解する
だろう。例として、種々の観点は、Ｗ－ＣＤＭＡのような高速ダウンリンクパケットアク
セス（ＨＳＤＰＡ）、高速アップリンクパケットアクセス（ＨＳＵＰＡ）、高速パケット
アクセスプラス（ＪＳＰＡ＋）およびＴＤ－ＳＣＤＭＡ、のような他のＵＭＴＳシステム
まで拡張され得る。様々な観点はまた、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ） （Ｆ
ＤＤ、ＴＤＤ、または両方のモードにおける）、ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ（ＬＴＥ－Ａ
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）（ＦＤＤ、ＴＤＤ、または両方のモードにおける）、ＣＤＭＡ２０００、Ｅｖｏｌｕｔ
ｉｏｎ－ＤＤａｔａ Ｏｐｔｉｍｉｚｅｄ（ＥＶ－ＤＯ）、Ｕｌｔｒａ Ｍｏｂｉｌｅ Ｂ
ｒｏａｄｂａｎｄ（ＵＭＢ）、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標））、ＩＥ
ＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ（登録商標））、ＩＥＥＥ８０２．２０、Ｕｌｔｒａ－Ｗ
ｉｄｅｂａｎｄ（ＵＷＢ）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）および／または他の適切な
システムを用いるシステムに拡張され得る。実際に採用される電気通信規格、ネットワー
クアーキテクチャ、および／または通信規格は、特定の用途およびシステムに課された全
体にわたる設計制約に依存するだろう。
【００４０】
　[0039]いくつかのプロセッサは、各種機器と方法に関して記述された。これらのエレメ
ントは、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、またはこれらの任意の組み合わ
せを使用して履行されうる。ハードウェアまたはソフトウェアとしてそのようなプロセッ
サが履行されるかどうかは、システムに課された特定のアプリケーション及び全面的な設
計制約に依存する。例として、プロセッサ、プロセッサのあらゆる部分、あるいはこの開
示で示されたプロセッサのあらゆる組み合わせは、マイクロプロセッサ、マイクロコント
ローラ、デジタル信号プロセサ（ＤＳＰ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（Ｆ
ＰＧＡ）、プログラム可能論理デバイス（ＰＬＤ）、ステートマシン、ゲートロジック、
ディスクリートハードウェア回路、およびこの開示の全体にわたって記述された各種機能
を実行するために構成された他の適切な処理コンポーネントで履行され得る。プロセッサ
の機能性、プロセッサのあらゆる部分、あるいはこの開示で示されたプロセッサのあらゆ
る組み合わせは、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、ＤＳＰ、あるいは他の適
切なプラットフォームによって実行されるソフトウェアで履行され得る。
【００４１】
　[0040]ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコー
ド、ハードウェア記述言語と称される場合も、それ以外の名称で称される場合も、命令、
命令のセット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログ
ラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソ
フトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行ファイル、実行ス
レッド、プロシージャ、関数、等を意味するものと広く解釈されるだろう。ソフトウェア
は、コンピュータ可読媒体上に存在しうる。コンピュータ可読媒体は、例として、磁気記
憶デバイス（例えばハードディスク、フロッピー（登録商標）ディスク、磁気ストリップ
）、光ディスク（例えば、コンパクトディスク（ＣＤ）、ディジタルバーサタイルディス
ク（ＤＶＤ））、スマートカード、フラッシュメモリ素子（例えば、カード、スティック
、キードライブ)、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）
、書き込み可能ＲＯＭ（ＰＲＯＭ）、消去可能なＰＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）、電気的に抹消
可能なＰＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ（登録商標））、レジスタ、あるいはリムーバブルディス
ク、のようなメモリを含み得る。この開示の全体にわたって示された様々な観点において
、メモリは、プロセッサから分離されて示されたが、メモリは、プロセッサ（例えば、キ
ャッシュまたはレジスタ）の内部にあってもよい。
【００４２】
　[0041]コンピュータ可読媒体は、コンピュータプログラム製品中で具体化され得る。例
として、コンピュータプログラム製品は、パッケージング材料内のコンピュータ可読媒体
を含みうる。当業者は、特定のアプリケーションおよび全体のシステムに課された全体の
設計制限によって本開示全体を通して示されている説明された機能を履行することがどれ
程最良であるかを認識することになる。
【００４３】
　[0042]開示された方法におけるステップの特定の順序または階層は、例示的プロセスを
例示する図であると理解されるべきである。設計の選好に基づいて、これらの方法におけ
るステップの指定の順序または階層は並べ替えられうるということが理解されるべきであ
る。付随の方法の請求項は、サンプルの順序で様々なステップのエレメントを提示し、こ
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こに明確に記載されていない限り、提示された特定の順序または階層に限定されるように
意図されるものではない。
【００４４】
　[0043]前述の説明は、本明細書に説明される様々な態様を実践することを当業者に対し
て可能にするように提供される。これらの観点への様々な変更は当業者には容易に明らか
になり、ここで定義される包括的な本質は他の観点に適用されうる。このように、請求項
は、ここに示される態様に限定されるように意図されたものではなく、請求項の文言と一
貫する最大範囲であると認められるべきであり、ここにおいて、単数におけるエレメント
の参照は、そのように明確に述べられていない限りは「１つおよび１つのみ」を意味する
のではなく、むしろ「１つまたは複数」を意味するように意図される。そうでないことが
特に述べられていない限り、「いくつか」という用語は、１つまたは複数のことを指して
いる。項目のリストのうちの「少なくとも１つ」に言及するフレーズは、単一の要素を含
む、それらの項目のうちの任意の組み合わせに言及するものである。例として、「a、b、
またはcのうちの少なくとも１つ」は、a; b; c; aおよびb; aおよびc; bおよびc;およびa
、bおよびcをカバーするように意図されている。当業者によって既知のあるいはのちに知
られることになる本開示の全体を当業者して説明された様々な態様の要素の等しい本開示
の全ての構造上のおよび機能上同等物は、参照によりここに明確に組み込まれ、特許請求
の範囲によって組み込まれるように意図されている。さらに、ここで開示されたものはど
れも、そのような開示が特許請求の範囲において明示的に記載されているかどうかに関わ
らず公共に寄与されるようには意図されていない。エレメントが、「～のための手段（me
ans for）」という表現を使用して明確に記載されていない限り、または、方法請求項の
場合、エレメントが、「～のためのステップ（step for）」という表現を使用して記載さ
れていない限り、どの請求項エレメントも米国特許法第１１２条６項の規定のもとで解釈
されるべきではない。以下、願書に添付した出願当初の特許請求の範囲を付記する。　
［付記１］
　無線通信システムのうちの少なくとも１つの専用チャネルを復調することに関して、少
なくとも１つの専用チャネル周波数追跡ループを維持することと、前記チャネルは、ユー
ザ装置（ＵＥ）専用である、
　前記無線通信システムの共有チャネルを復調することに関して、少なくとも１つの共有
チャネル周波数追跡ループを維持すること
　を具備する周波数オフセットを低減するための無線通信方法。
［付記２］
　信号対雑音比（ＳＮＲ）に依存するループ帯域幅を用いて前記共有チャネル周波数追跡
ループ及び／又は前記専用チャネル周波数追跡ループをフィルタすること、を更に具備す
る付記１の方法。
［付記３］
　前記専用チャネル周波数追跡ループは、タイムスロットゼロ（ＴＳ０）以外の少なくと
も１つのダウンリンクタイムスロット（ＴＳ）のミッドアンブルフィールドを使用する、
付記１の方法。
［付記４］
　前記共有チャネル周波数追跡ループは、タイムスロットゼロ（ＴＳ０）のミッドアンブ
ルフィールドを使用する、付記１の方法。
［付記５］
　前記専用チャネル周波数追跡ループは、先立ってデータフィールド上のポストイコライ
ゼーション信号を、及び／又は続いてタイムスロットゼロ（ＴＳ０）以外の少なくとも１
つのダウンリンクタイムスロット（ＴＳ）のうちのミッドアンブルフィールドを、使用す
る、付記１の方法。
［付記６］
　前記共有チャネル周波数追跡ループは、タイムスロット（ＴＳ０）の後に送信されたダ
ウンリンクパイロットタイムスロット（ＤｗＰＴＳ）を使用する、付記１の方法。
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［付記７］
　無線通信システムのうちの少なくとも１つの専用チャネルを復調することに関する、少
なくとも１つの専用チャネル周波数追跡ループを維持する手段と、前記チャネルは、ユー
ザ装置（ＵＥ）に専用である、
　前記無線通信システムの共有チャネル周波数追跡ループを復調することに関する、少な
くとも１つの第２の共有チャネル周波数追跡ループを維持する手段と
　を具備する、周波数オフセットを低減させる無線通信に関する装置。
［付記８］
　信号対雑音比（ＳＮＲ）に依存するループ帯域幅を用いて前記共有チャネル周波数追跡
ループ及び／又は前記専用チャネル周波数追跡ループをフィルタする手段、を更に具備す
る付記７の装置。
［付記９］
　前記専用チャネル周波数追跡ループは、タイムスロットゼロ（ＴＳ０）以外の少なくと
も１つのダウンリンクタイムスロット（ＴＳ）のミッドアンブルフィールドを使用する、
付記７の装置。
［付記１０］
　前記共有チャネル周波数追跡ループは、タイムスロットゼロ（ＴＳ０）のミッドアンブ
ルフィールドを使用する、付記７の装置。
［付記１１］
無線ネットワークにおける無線通信に関するコンピュータプログラム製品あって、
　非一時的なプログラムコードをその上に記録した非一時的なコンピュータ読取可能な媒
体を備え、前記プログラムコードは、
　無線通信システムのうちの少なくとも１つの専用チャネルを復調することに関して、少
なくとも１つの専用チャネル周波数追跡ループを維持するためのプログラムコードと、前
記チャネルは、ユーザ装置（ＵＥ）専用である、
　前記無線通信システムの共有チャネルを復調することに関して、少なくとも１つの第２
の共有チャネル周波数追跡ループを維持するためのプログラムコードと
　を具備するコンピュータプログラム製品。
［付記１２］
　前記プログラムコードは、信号対雑音比（ＳＮＲ）に依存するループ帯域幅を用いて前
記共有チャネル周波数追跡ループ及び／又は前記専用チャネル周波数追跡ループをフィル
タするためのプログラムコードを、を更に具備する付記１１のコンピュータプログラム製
品。
［付記１３］
　前記専用チャネル周波数追跡ループは、タイムスロットゼロ（ＴＳ０）以外の少なくと
も１つのダウンリンクタイムスロット（ＴＳ）のミッドアンブルフィールドを使用する、
付記１１のコンピュータプログラム製品。
［付記１４］
　前記共有チャネル周波数追跡ループは、タイムスロットゼロ（ＴＳ０）のミッドアンブ
ルフィールドを使用する、付記１１のコンピュータプログラム製品。
［付記１５］
　メモリと、
　前記メモリに結合された少なくとも１つのプロセッサと、を具備し、前記少なくとも１
つのプロセッサは、
　無線通信システムのうちの少なくとも１つの専用チャネルを復調することに関して、少
なくとも１つの専用チャネル周波数追跡ループを維持し、前記チャネルは、ユーザ装置（
ＵＥ）専用である、
　前記無線通信システムの共有チャネルを復調することに関して、少なくとも１つの第２
の共有チャネル周波数追跡ループを維持する、ように構成された
　無線通信に関する装置。
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［付記１６］
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　信号対雑音比（ＳＮＲ）に依存するループ帯域幅を用いて前記共有チャネル周波数追跡
ループ及び／又は前記専用チャネル周波数追跡ループをフィルタするように更に構成され
る、付記１５の装置。
［付記１７］
　前記専用チャネル周波数追跡ループは、タイムスロットゼロ（ＴＳ０）以外の少なくと
も１つのダウンリンクタイムスロット（ＴＳ）のミッドアンブルフィールドを使用する、
付記１５の装置。
［付記１８］
　前記共有チャネル周波数追跡ループは、タイムスロットゼロ（ＴＳ０）のミッドアンブ
ルフィールドを使用する、付記１５の装置。
［付記１９］
　前記専用チャネル周波数追跡ループは、先立ってデータフィールド上のポストイコライ
ゼーション信号を、及び／又は、続いてタイムスロットゼロ（ＴＳ０）以外の少なくとも
１つのダウンリンクタイムスロット（ＴＳ）のうちのミッドアンブルフィールドを、使用
する付記１５の装置。
［付記２０］
　前記共有チャネル周波数追跡ループは、タイムスロット（ＴＳ０）の後に送信されたダ
ウンリンクパイロットタイムスロット（ＤｗＰＴＳ）を使用する、付記１５の装置。

【図１】 【図２】
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